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Ｑ　
中
小
企
業
向
け
経
営
強
化
税
制
が
拡
充
さ

れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
内
容
で

し
ょ
う
か
。

Ａ　
現
在
、
中
小
企
業
が
機
械
装
置
等
の
設
備

を
取
得
し
た
場
合
に
、
次
の
設
備
投
資
減
税

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

　
　
中
小
企
業
が
一
定
の
機
械
装
置
、
ソ
フ

ト
ウ
エ
ア
、
測
定
工
具
お
よ
び
検
査
工
具

を
取
得
し
た
場
合
に
、
通
常
の
減
価
償
却

費
に
加
え
、
取
得
価
額
の
30
％
の
特
別
償

却
ま
た
は
取
得
価
額
の
７
％
の
税
額
控
除

（
所
得
税
・
法
人
税
）
が
選
択
適
用
で
き

る
制
度
で
す
。

②
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

　
　
経
営
力
向
上
計
画
に
基
づ
き
、
中
小
企

業
が
機
械
装
置
、ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、工
具・

器
具
備
品
、
建
物
付
属
設
備
の
取
得
を

し
た
場
合
に
、
取
得
価
額
の
全
額
を
経
費

に
す
る
即
時
償
却
、
ま
た
は
取
得
価
額
の

10
％
（
一
定
の
企
業
は
７
％
）
の
税
額
控

除
（
所
得
税
・
法
人
税
）
を
選
択
適
用
で

き
る
制
度
で
す
。

　
　
①
②
の
制
度
は
、
設
備
投
資
を
す
る
際
に

検
討
し
た
い
制
度
で
す
。

　
　
こ
の
う
ち
、
②
の
中
小
企
業
経
営
強
化
税

制
が
今
回
の
税
制
改
正
で
拡
充
さ
れ
、
対
象

と
な
る
資
産
に
建
物
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
の
は
、
売
上
高
１
０
０
億
円
を

目
指
す
中
小
企
業
の
工
場
の
ラ
イ
ン
や
店
舗

等
の
生
産
性
向
上
に
係
る
設
備
導
入
の
た
め

の
建
物
で
す
。
地
域
経
済
を
先
導
す
る
存
在

と
し
て
、
売
上
高
１
０
０
億
円
企
業
創
出
の

後
押
し
を
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
　
具
体
的
に
は
、
売
上
高
１
０
０
億
円
を
目

指
す
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
等
を
要
件
に
、
給

与
支
給
総
額
が
前
年
度
末
よ
り
２・
５
％
以

上
増
加
し
た
場
合
は
、
建
物
お
よ
び
そ
の
付

属
設
備
の
取
得
価
額
の
15
％
の
特
別
償
却

ま
た
は
１
％
の
税
額
控
除
が
選
択
適
用
で
き

ま
す
。
給
与
支
給
総
額
が
５・
０
％
以
上
増

加
し
た
場
合
は
、
25
％
の
特
別
償
却
ま
た
は

２
％
の
税
額
控
除
が
選
択
適
用
で
き
ま
す
。

　
　
こ
の
①
、
②
の
税
制
は
２
０
２
６
年
度
末

ま
で
適
用
さ
れ
ま
す
。
②
は
原
則
と
し
て
設

備
取
得
前
に
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ　
中
小
企
業
の
設
備
投
資
に
関
す
る
固
定
資

産
税
の
特
例
措
置
が
拡
充
・
延
長
さ
れ
る
と

聞
き
ま
し
た
。
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ　
機
械
装
置
や
工
具
・
器
具
備
品
、
建
物
付

属
設
備
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
固
定
資
産

税（
償
却
資
産
税
）が
課
税
さ
れ
ま
す
。
現
在
、

市
町
村
か
ら
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定

を
受
け
て
一
定
の
固
定
資
産
を
取
得
し
た
場

合
に
、
そ
の
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
が
軽

減
さ
れ
る
特
例
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
今
回
、

こ
の
特
例
措
置
が
拡
充
・
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

雇
用
者
全
体
の
給
与
増
加
を
要
件
に
、
雇
用

者
給
与
が
１・
５
％
以
上
増
加
す
る
こ
と
を

従
業
員
に
表
明
し
た
場
合
に
は
、
固
定
資
産

税
が
３
年
間
２
分
の
１
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

雇
用
者
給
与
が
３・
０
％
以
上
増
加
す
る
こ

と
を
表
明
し
た
場
合
に
は
、
固
定
資
産
税
が

５
年
間
４
分
の
１
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
　
こ
の
改
正
は
２
０
２
６
年
度
末
ま
で
に
取

得
し
た
固
定
資
産
に
適
用
さ
れ
ま
す
。　

　
今
回
の
改
正
で
は
、
本
コ
ー
ナ
ー
で
解
説
し

た
内
容
以
外
に
も
変
更
さ
れ
た
点
が
あ
り
ま

す
。
不
明
な
部
分
は
、
仙
台
商
工
会
議
所
な
ど

の
支
援
機
関
へ
相
談
す
る
な
ど
し
て
、
確
実
に

対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

【
回
答
】

誌上相談室 Q＆A　２０２５年度税制改正が閣議決定されまし
た。人手不足や物価上昇が続く中、中小企業を
取り巻く環境は厳しさを増しています。今回の
税制改正では、中小企業の成長を促進するため
に、設備投資に対しての減税措置が延長・拡充
されています。特に設備投資減税において、商
工会議所がこれまで要望してきた建物取得が
対象に加わりました。また、設備投資に係る固定
資産税の軽減の拡充も盛り込まれています。

佐
藤
　
晴
美
氏

【テーマ】

２０２５年度
税制改正のポイント解説！

出典：日本商工会議所「中小企業向け『令和７年度税制改正のポイント』」
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図．設備投資減税の全体像

税
理
士

2 年
延長

2年
延長

2年
延長

2年
延長

ソフトウェア
（70万円以上）

工具・器具備品
(30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

機械装置
（160万円以上）

償却資産に係る
固定資産税の

特例
償却資産に係る
固定資産税の特例

中小企業経営強化税制 ※1
即時償却 or 税額控除 10%（7%）※2 
経営力向上計画の認定が必要（申請先: 所管省庁窓口）

中小企業投資促進税制
30%特別償却 or 税額控除 7% ※3

特別償却：事業用資産の取得価額に一定割合を乗じた額を、通常の償却費に加えて損金算入できる制度 
税額控除：事業用資産の取得価額に一定割合を乗じた額を、法人税等から控除できる制度

拡充措置

測定工具及び検査工具 
1台120万円以上、1台30万円以上
かつ複数台合計120万円以上

Point①

Point②

設備の種類
（価額要件）

支
援
措
置

国
　税

地
方
税

固定資産税の 
負担を軽減延長・拡充

※1：現行措置は類型の整理(一部廃止)と要件(指標)の見直しを行う　　※2：資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7% 
※3：資本金3,000万円超の中小企業者等は特別償却のみ選択可能


